
平成２５年１１月２０日  

福島県県南建設事務所  

 

 福島県県南建設事務所は、福島県南会津郡下郷町と西白河郡西郷村に跨が

る国道２８９号「甲子トンネル（L=4,345m）」の路面が一部隆起するなどの

変状に対する応急対策工事を本年１２月１０日（火）より平成２６年３月２

０日（木）（予定）まで実施します。 

 本工事は変状箇所のロックボルト補強と舗装版切り下げを行うため、２４

時間にわたり片側車線を規制します。時間帯によっては道路が混み合うこと

が予想されますので、ご利用の方は早めの出発を心がけるなど、ご理解とご

協力をお願いいたします。 
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片側交互通行規制概要図

体感マット
体感マット

※変状箇所での部分片側交互通行規制となります。

通行規制箇所

拡大図

甲子トンネル変状応急対策工事の実施区間
別紙１



別紙 2

50
0

１

ＳＬ

１

ＳＬ

側壁部補強ロックボルト

施工前 施工後

コンクリート舗装版取壊し

路面の隆起

ロックボルト工

①　変状箇所では路面が隆起している。

②　ロックボルトによる補強

片側ずつ両側に施工

③　コンクリート舗装取壊し

隆起しているコンクリート舗装版を
取壊して撤去する。

③④⑤上下車線
１～３工区
繰り返し

④　路盤工

⑤　アスファルト舗装

計画高さで舗装復旧する。

工事概要



甲子トンネルの路面の一部隆起に関する応急対策工事
工事概要

※  、祝・祭 を含む

国道 289号の を います。

 事期間中は、24時間 側交互通 規制を実施します。

ご利 の皆様には、ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解とご協力のほど、

宜しくお願いします。

 事期間 

国道 289号

甲子トンネル
交通規制のお知らせ

（24時間片側交互通行規制）

［ 事前］

［ 事後］

4

平成25年12月10日（火）～平成26年3月20日（木）予定
但し、年末年始12月28日（土）～1月13日（月）は全面開放します。
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お問い合わせ

国道 289号の通行にご不便をおかけしています。
安 して道路を利 していただくため、皆様のご理解ご協 をお願いします。

ＴＥＬ：０２４８－２３－１６３３

片側交互通行規制箇所南会津町

猪苗代湖

福島県県南建設事務所　管理課　（平日8時30分～17時15分）

ＴＥＬ：０２４８ ２３ ２４３０甲子道路管理所　　　　　（２４時間対応）


